
 

■福津市地域公共交通計画　施策体系

課題 基本方針 1 2 3 4 5 準備 実施

Ⅰ-①-1 需要に応じた運行本数の確保 ● ● ● ● ● 継続 - R7
Ⅰ-①-2 施設・車両のバリアフリー化 ● ● ● ● ● 継続 - R7
Ⅰ-①-3 公有地の活用 ● ● ● ● ● 新規 R7 -

Ⅰ-②　準幹線軸の維持 Ⅰ-②-1
幹線軸を補完しつつ拠点間の移動や観光振興への対応を
考慮したバス路線の維持

● ● ● ● ● 継続 - R7

Ⅰ-③-1
利用ニーズや乗降実態を考慮したコミュニティバス路線の
定期的な見直し

● ● ● ● ● 継続 - R7

Ⅰ-③-2 よりよい見直し・改善のための協力体制の確保 ● ● ● ● ● 継続 - R7

Ⅰ-④　地域連携エリアの移動支援 Ⅰ-④-1 地域連携エリアでのタクシーを活用した移動支援の維持・拡充 ● ● ● ● ● 継続 - R7

Ⅰ-⑤　新たな交通手段の導入の検討 Ⅰ-⑤-1
地域の実情等に応じ既存交通手段から新交通手段（新モビリティ
サービス）への置き換え・追加等の導入検討・実施

● ● ● ● ● 新規 R7 -

Ⅰ-⑥　人材確保に向けた広報の支援 Ⅰ-⑥-1 運転士等の人材不足を解消するために必要な広報の支援 ● ● ● ● ● 新規 - R7

公共交通に係る課題 公共交通の基本方針 Ⅱ-①-1 主要な交通結節点等での乗り継ぎ・待合環境の改善 ● ● ● 継続 - R7
Ⅱ-①-2 停留所ごとの事情に応じた待合・乗降環境の改善 ● ● ● 継続 - R7

Ⅱ-②　乗り継ぎ運行時刻の調整 Ⅱ-②-1
支線軸における主要な乗り継ぎ拠点(駅やバス停)での運行ダイヤ
の時間調整

● ● ● 継続 - R7

Ⅱ-③-1 回数券･定期券制度の創設（コミュニティバス） ● ● ● 継続 R7 R10
Ⅱ-③-2 乗り継ぎ割引制度の再構築 ● ● ● 継続 R7 -
Ⅱ-③-3 乗車特典制度の創設 ● ● ● 継続 R7 R10

Ⅲ-①-1 主要な交通結節点における総合案内板の設置 ● ● 継続 R7 R10
Ⅲ-①-2 バス停案内表示の改善と充実 ● ● 継続 - R7
Ⅲ-①-3 公共交通案内マップの作成・配布 ● ● 継続 R7 R10
Ⅲ-①-4 路線見直しに合わせた時刻表の改正・配布 ● ● 継続 - R7
Ⅲ-①-5 ホームページの充実とGTFSデータの活用 ● ● 継続 - R7

Ⅲ-②-1 わかりやすい系統名・バス停名の設定 ● ● 継続 - R7
Ⅲ-②-2 バス車両、バス停等への系統表示 ● ● 継続 - R7

Ⅲ-③　わかりやすい乗り継ぎ情報の
　　　 提供

Ⅲ-③-1 乗り継ぎ拠点におけるわかりやすい乗り継ぎ情報の表示 ● ● 継続 - R7

Ⅲ-④　免許返納者に対する特典等の
　　　 普及促進

Ⅲ-④-1 免許返納者に対する特典等の普及促進 ● ● 継続 - R7

Ⅲ-⑤　モビリティ・マネジメント
　　　 （MM施策）の実施

Ⅲ-⑤-1 公共交通の乗り方講座等の検討・実施 ● ● 新規 R7 -

Ⅳ-①　市内公共交通機関の連携 Ⅳ-①-1
福津市地域交通体系協議会を通じた市内公共交通機関相互の
情報交換・連携の推進

● ● 新規 - R7

Ⅳ-②-1 車内広告や駅･バス停のネーミングライツ等の取り組みの拡充 ● ● 継続 - R7

Ⅳ-②-2 商業施設等が実施する配送サービス等との連携・情報交換 ● ● 新規 R7 -

Ⅳ-③-1 地域団体等主体の自家用有償旅客運送等への伴走支援 ● ● 新規 R7 -

Ⅳ-③-2 福祉団体等による福祉有償運送との連携・情報交換 ● ● 新規 R7 -

Ⅳ-④　観光施策と連携した取り組み
　　　 の推進

Ⅳ-④-1 観光地・観光施設のＰＲ等に併せた公共交通の利用促進 ● ● 新規 R7 -

Ⅳ-⑤　近隣市町と連携した取り組み
　　　 の推進

Ⅳ-⑤-1 沿線自治体（宗像市、古賀市、新宮町）との連携・情報交換 ● ● 新規 - R7

継続
新規

実施等時期
取り組み内容

基本方針との対応

交通将来像
Ⅰ-①　幹線軸の維持

交通将来像

暮らしやすさを
実感できる
公共交通体系

目標Ⅰ
公共交通体系の
適切な維持と改善

計画目標 施策

Ⅰ-③　支線軸の定期的な見直しと
　　　 改善

目標Ⅲ
公共交通に対する
安心感の確保

目標Ⅳ
多様な関係者との
連携・協働

課題１
高齢化に対応した持続
可能な公共交通の確
保・維持が必要

課題２
地域単位での住民ニー
ズや利用目的に応じた
公共交通ネットワーク
の構築が必要

課題３
公共交通機関相互の連
携による利便性向上が
必要

課題４
まちづくりと公共交通
の連携による将来像の
実現が必要

課題５
各主体（市民（地
域）・企業・交通事業
者・行政）における役
割の明確化と一体的な
取り組みが必要

Ⅳ-②　企業等と連携した取り組みの
　　　 推進

Ⅲ-①　公共交通の利便性を促す情報
　　　 の周知

Ⅲ-②　わかりやすいバス系統及び
　　　 車両の表示

Ⅳ-③　地域やコミュニティと連携
　　　 した取り組みの推進

目標Ⅱ
公共交通利用者の
利便性向上と普及

Ⅱ-①　待合環境の改善

Ⅱ-③　利用者に対する特典等の
　　　 検討・実施

基本方針１：
市内各地域の課題や
ニーズに対応し、地域
間格差の是正を促す
公共交通サービスの
充実

基本方針２：
3つの拠点へのアクセス
性向上による市全体
の活性化

基本方針３：
観光資源との連携に
よる交流人口の拡大

基本方針４：
公共交通機関相互の
連携による公共交通
体系の機能強化

基本方針５：
多様な主体の連携に
よる持続可能な体制
や仕組みの良好な維持


